
亀山市会計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規則 を こ こ に 公 布 す る 。  

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ５ 日  

       亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 １ 号  

 

   亀 山 市 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

亀 山 市 会 計 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 規 則 第 ３ ４ 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

第 ４ ４ 条 第 １ 項 第 ４ 号 中 「 ５ ０ ０ 万 円 」 を 「 ３ ０ ０ 万 円 」 に 改 め

る 。  

第 ４ ５ 条 の 見 出 し 中 「 前 金 払 」 を 「 前 金 払 等 」 に 改 め 、 同 条 第 １

項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 中 「 （ ３ 億 円 を 限 度 と す る 。 ） 」 を 削 り 、 同 条

第 ２ 項 中 「 前 項 各 号 」 を 「 第 １ 項 各 号 （ 前 項 後 段 の 規 定 に よ り 読 み

替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 に 改 め 、 「 （ ３ 億 円 を 限 度 と す

る 。 ） 」 を 削 り 、 同 項 を 同 条 第 ３ 項 と し 、 同 条 第 １ 項 の 次 に 次 の １

項 を 加 え る 。  

２  契 約 金 額 が １ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上 の も の で あ っ て 次 の 各 号 に 掲 げ

る 要 件 を 満 た す 場 合 は 、 前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 経 費 に 限 り 、 既 に 前

金 払 を し た 前 払 金 に 中 間 前 払 金 を 追 加 し て 前 金 払 を す る こ と が で

き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 号 中 「 １ ０ 分 の ４ 」 と あ る の は 、

「 １ ０ 分 の ６ 」 と 読 み 替 え る も の と し 、 前 払 金 に 追 加 す る 中 間 前

払 金 の 限 度 額 は 、 契 約 金 額 の １ ０ 分 の ２ の 額 と す る 。  

（ １ ） 工 期 の ２ 分 の １ を 経 過 し て い る こ と 。  

（ ２ ） 工 程 表 に よ り 工 期 の ２ 分 の １ を 経 過 す る ま で に 実 施 す べ き も

の と さ れ て い る 当 該 工 事 に 係 る 作 業 が 行 わ れ て い る こ と 。  

（ ３ ） 既 に 行 わ れ た 当 該 工 事 に 係 る 作 業 に 要 す る 経 費 が 契 約 金 額 の

２ 分 の １ 以 上 の 額 に 相 当 す る も の で あ る こ と 。  

   附  則  

（ 施 行 期 日 ）  



１  この規則は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 第 ４ ４ 条 第 １ 項 第 ４ 号 及 び 第 ４ ５ 条 の

規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 締 結 し た 契 約 に つ い て 適 用 し 、

同 日 前 に 締 結 し た 契 約 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

（ 亀 山 市 建 設 工 事 執 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

３  亀 山 市 建 設 工 事 執 行 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 規 則 第 ３ ７ 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

                   「 前 払 金     ￥  

                    中 間 前 払 金   ￥ 」  

 改 め る 。  

  様 式 第 ２ 号 及 び 様 式 第 ３ 号 中 「 前 金 払 」 を 「 前 払 金 」 に 改 め る 。  

様 式 第 １ 号 中 「 前 金 払     ￥ 」 を           に  


